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研修カレンダー
12月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

●決算法人説明会	
　（集合 &オンライン形式）
テーマ	 第1部「会社の決算と申告の実務」
	 第2部「法人税法等改正・消費税の概要」
	 第3部「源泉所得税のチェックポイント」

「法人なかま」12月号

税の暦 12月の税務

● 12 月 10 日
１　 11 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納

期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税
額（6 月～ 11 月分）の納付

●本年最後の給与の支払を受ける日の前日
２　 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申

告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申
告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出

　　 　提出先： 給与の支払者経由、その給与に係る
所得税の納税地の所轄税務署長

●本年最後の給与の支払をするとき
３　 給与所得の年末調整

●翌年 1 月 6 日
４　 10 月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地

方消費税・法人事業税・（法人事業所税）・法人
住民税〉

５　 1 月、4 月、7 月、10 月決算法人の 3 月ごとの
期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉

６　 法人・個人事業者の 1 月ごとの期間短縮に係る
確定申告〈消費税・地方消費税〉

７　 4 月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地
方消費税・法人事業税・法人住民税〉（半期分）

８　 消 費 税 の 年 税 額 が 400 万 円 超 の 1 月、4 月、 
7 月決算法人の 3 月ごとの中間申告〈消費税・
地方消費税〉

９　 消費税の年税額が 4,800 万円超の 9 月、10 月決
算法人を除く法人・個人事業者の 1 月ごとの中
間申告（8 月決算法人は 2 か月分）〈消費税・地
方消費税〉

● 12 月中において市町村の条例で定める日
10　 固定資産税（都市計画税）の第 3 期分の納付

オンライン集合

決算法人
説明会

日時 : 令和6年12月4日（水）　午後1時30分～4時30分日時 : 令和6年12月4日（水）　午後1時30分～4時30分
会場 : 日本教育会館8階第二会議室会場 : 日本教育会館8階第二会議室
講師 : 東京税理士会神田支部所属　税理士講師 : 東京税理士会神田支部所属　税理士
 神田税務署　法人課税部門担当官 神田税務署　法人課税部門担当官

［確定申告書等（申告のお知らせ）］
決算期 発送予定日

令和 6 年 11 月 12 月 26 日（木）

令和 6 年 12 月 1 月 31 日（金）

［予定（中間）申告書］
決算期 発送予定日

令和 7 年 5 月（8 月・11 月・2 月） 1 月 8 日（水）

令和 7 年 6 月（9 月・12 月・3 月） 2 月 7 日（金）

※決算期のかっこ書きは、消費税の中間申告を年3回要する法人の決算期です。

申告納税は

国税庁キャラクターイータ君
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FAXでのご登録
本誌同梱の宛名台紙下段の「法人データ変更届け出書」にご記入の上、FAXでご返送ください
※アドレスをご記入の際に間違いやすい文字にはフリガナをお願いいたします
（例：０（ゼロ)とo（オー）、1（イチ）とl（エル）、h（エイチ）とn（エヌ）、ー（ハイフン）と＿（アンダーバー）等

ご注意事項
●ドメイン（kanda-hojinkai.com）受信拒否設定解除をお願いいたします
●メールアドレスの読み取りミスを避けるため、できるだけスマートフォンからのご登録を
　お願いいたします

o _　 s a t o　107
オーアンダーバー エルハイフン

＠ ｌ-  k a n d a . c o . j p
イチゼロナナ

ホームページからのご登録

神田法人会ホームページ
のバナーからアクセスし、
入力フォームから
ご登録ください

記入例

宛名

スマートフォンからのご登録

右記の二次元コードからアクセスし、
入力フォームから
ご登録ください

登録URL　
https://forms.gle/SRzWxeU2xnsHhpe57

ココを
クリック

　神田法人会ではホームページをリニューアルしました。現在、情報発信・講習会・講演
会を含む各種事業の登録や諸管理の一層のデジタル化を進めております。
　つきましては、デジタル化推進の第一歩として、下記二次元コードより会員皆様、全員の
メールアドレスの登録をお願いしております。何卒ご協力をお願い申しあげます。

公益社団法人神田法人会
会員各位 公益社団法人神田法人会

会長　藤井　隆太

みんながつながる第一歩！
メールアドレスご登録のお願い

メールアドレス登録のメリット
・当会主催の税務講習・講演会・セミナー・お得なイベントなどの案内が今後、随時届き、お申込みも簡単に
行うことが出来るように現在準備を進めております。また、会員の皆様専用のページも作成できるよう計
画しております。
・将来的には広報誌や会費支払通知書などが電子化されることで、みなさまに届く紙媒体の量が減り、その
ことにより開封の手間とごみの量が減少し、御社のSDGsの取り組みに貢献することになります。

取得したメールアドレスの取り扱いについて
・今回取得したメールアドレスは、本会からの各種情報の発信をはじめ、本会事業に関連するもの以外の目
的で利用することはございません。
・また、会員の皆様など多数にメール発信する場合には、メーリングリスト、あるいはBCCメール等、送
り先のメールアドレスが特定できない形で発信いたします。
・各種委員会、部会、地区・支部の委員・役員に就任した際には、グループ内においてCCメールなどで共
有する場合がありますが、この場合には事前に承諾をいただきます。

マイページ（会員情報）利用開始のご案内
神田法人会ホームページで、2024年2月よりマ

イページ（会員情報）の運用が開始されました。

マイページとは、会員が個々にカスタマイズし

た内容を提供出来るWEBサイト上の会員向け

専用ページのことです。会員間の交流、会員

企業検索、閲覧、お知らせなど将来的には新

しい機能をさらに追加する予定でございます。

右記の二次元バーコードを読み取って頂き、

会員の情報確認ならびに企業情報の追加やア

イコン・画面の更新にご協力をよろしくお願

い致します。

メールアドレスの登録が必須となります。
事前に事務局へ申請いただくか、以下フォームよりご登録ください。

マイページサンプル

2024年2月1日

ログイン方法

今後もより便利にご利用頂けるよう、新しい機能を順次追加する予定です。
是非、ご登録をお願いします。

※初期パスワードは Kanda3150 です。「K」は大文字入力でお願いします。
　また、ログイン後、パスワードは各自必ず変更をお願いします。

上段： 会員番号またはメールアドレス
下段： パスワード

❶下記URLへアクセス ❷マイページへログイン

マイページ  メールアドレス登録フォーム

●神田法人会より配信される情報コンテンツを豊富に掲載！
●会員間の交流が図れ、自社商品やサービスの紹介、及び業務内容の検索が可能！
●スマホからも会員情報の確認や変更、各種イベント・セミナー、その他コンテンツの閲覧が可能！
●各部会や委員会など、グループ単位でのコミュニケーションが可能！

ご利用条件

会員番号変更のお知らせ

運用開始

フォーム　https://bit.ly/48fznxG

ご利用頂くメリットご利用頂くメリット

https://kanda-hojinkai.com/mypage/

マイページ（会員情報）運用開始に伴い、皆様の会員番号が変更となりました。
ハイフン前の3桁の数字はなくなり、ハイフン以下の既存番号の冒頭に1がつきます。

【旧会員番号】０１２－０１２３４５　⇒　【新会員番号】１０１２３４５

新会員番号は、本誌の宛名ラベルの右下に記載されておりますので、
ご確認くださいますようお願い申し上げます。

（例）

なくなります 1がつきます

アドレス登録申請を頂きましてから
ご利用が可能になるまでに
概ね1週間程度お時間を頂いております。
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令和6年度　納税表彰
令和6年度にて当会関係者より表彰された方を

以下の通りご紹介いたします。

東京都主税局長表彰

藤 井 　 隆 太 （代表理事）

長 谷 川 博 司 （業務執行理事）

東京都千代田都税事務所長感謝状

神田税務署長表彰

田 中 　 良 一
長 谷 川 眞 史
中 村 あ け み

（理事）

（理事）

（女性部会副部会長）

神田税務署長感謝状

練 生 川 淳 志
山 根 　 和 明
栃 木 　 　 渉

（理事）

（広報委員）

（青年部会副部会長） ※（　）内は役職名

（順不同　敬称略）

受彰された皆様
改めておめでとうございます。

INFORMATION
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新年の恒例行事となります「新年賀詞交歓会」を下記のとおり開催いたします。

当日は神田税務署長をはじめ幹部署員の他、ご来賓をお迎えしての催しとなりますので

奮ってご参加賜りますようご案内を申し上げます。

日時 令和7年1月24日（金）　午後5時30分開会

会場
神田明神 明神会館　
千代田区外神田2-16-2　TEL. 03-6384-0477

申込
期日 令和7年1月14日（火）まで

申込
方法

神田法人会HPより事前申込制になります
HPからのお申込みが難しい場合のみ、下記の参加申込用紙にてFAXでお申込みください

会費 お一人様5,500円（税込）
口座：三菱UFJ銀行神保町支店（普）1933858
名義：公益社団法人 神田法人会
（振込手数料は各自ご負担ください。）
会費の入金は1月14日（火）までにお願いします。

FAXでのお申込みはこちら

参加者ご芳名（全員フルネームでご記入ください）

FAX. 03-3294-2500
公益社団法人 神田法人会「令和7年新年賀詞交歓会」参加申込書

法人名

TEL FAX

新 年 賀 詞 交 歓 会

step 1 step 2 step 3 step 4
神田法人会HP
事業・研修のご案内の
予定一覧を確認

一覧の中にある
「新年賀詞交歓会」を
選択

案内ページ下部の
お申込フォームより
必要事項を入力し
お申込

自動返信の
メールが届けば
お申込完了となります

余興は神田囃子と
獅子舞を予定 !!

●昌平小
●湯島聖堂

丸ノ内線●
淡路町駅　

千代田線●
新御茶ノ水駅　

丸ノ内線
御茶ノ水駅
●

　都営新宿線
●小川町駅

御茶ノ水駅

秋葉原駅

神
田
駅

B1
出口

1
出口

銀座線　
末広町駅●

3
出口

神田明神
明神会館

INFORMATION

step 1 step 2 step 3 step 4
神田法人会HP
事業・研修のご案内の
予定一覧を確認

一覧の中にある
「税法実務研修会」を
選択

案内ページ下部の
お申込フォームより
必要事項を入力し
お申込

自動返信の
メールが届けば
お申込完了となります

令和 6年度 税法実務研修会

会　場

会　費

講　師

定　員

申込期日

テキスト

ご不明点は神田法人会事務局（TEL：03-3294-2531）まで

テーマ

令和7年1月27日（月）　午後2時～4時
神田法人会2階セミナールーム
ZOOMウェビナーを用いた集合＆オンライン形式
東京税理士会神田支部所属　税理士
「令和6年版図解法人税」
定価3,740円（税込）
※お申込者様へは割引価格でのご提供となります。
会員　　テキスト代のみ
非会員　テキスト代+参加費2,000円/社
会場 50名様まで
オンライン 500名様まで
1月16日（木）まで
神田法人会HPより事前申込制になります

実務上の誤りやすい事例①
資産科目、負債科目ごとのチェック項目
(例) 固定資産の取得価額に含めるものは適正か
 （引取運賃、荷役費、運送保険、手数料など）
税務調査での否認事例などを参考に実務で頻繁に見られる誤りが多い事例を詳しく説明します。

日　時

 
 
 
 

駅
町
保
神

り
通
山
白

気象庁

GS

正則学園

錦城学園
錦町三丁目

り
通
郷
本

駅
橋
竹

セブン
イレブン

セブン
イレブン

東京パーク
タワー

竹橋
合同ビル

靖国通り

駅
水
ノ
茶
御
新

神田橋
ランプ

三井ビル

錦町河岸

島津製作所

学士会館

高速都心
環状線

会
人
法
田
神

●地下鉄新宿線・三田線・半蔵門線⇨神保町駅下車
●地下鉄東西線⇨竹橋駅下車
●地下鉄千代田線⇨新御茶ノ水駅下車
●ＪＲ線⇨神田駅・御茶ノ水駅下車

申込方法

主催：公益社団法人 神田法人会 事業研修委員会
会場およびオンライン開催

オンライン集合

お申込に関する注意事項（必ずご一読ください）
■テキストの購入について
●共通
①既に所持している場合は別途購入の必要ございません。
●会場参加
①開催当日に会場で直接販売致します。
●オンライン参加
①購入希望の場合申込登録住所へ発送致します。
②申込締切が購入手続きの締切となる為期日を過ぎた後の
購入キャンセル、変更はお受け致しかねます。

③参加申込が確認出来ない分の複数購入はお受け致しかね
ます。

④テキストの発送・請求は当会からではなく（一財）大蔵
財務協会となります。

　（請求書についてはテキスト発送時に同封）

■お申込について
●会場参加
①当会HP事業・研修のご案内の該当研修タイトルの会場参加フォームより必要事項を入
力してお申し込みください。

②送信完了メッセージが出るとお申込完了となります。
●オンライン参加
①当会HP事業・研修のご案内の該当研修タイトルのオンライン参加フォームより必要事
項を入力してお申し込みください。

②ZOOMより案内メッセージが自動返信で届くとお申込完了となります。
③お申込は参加ご希望者様毎に当日使用するアドレスで登録を行うようにしてください。
　※自動返信でご案内を返信する都合上ドメイン設定や入力ミスがあった際には登録後に案内返信

が届かない場合がございますのでご注意ください。
④共通のアドレスで複数名でお申込する場合必ず参加人数と書籍購入数を忘れず明記して
ください。

　※明記されていないお申込については参加あるいはテキスト購入が認められない場合がございます。
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神田
わが街

会員
企業訪問シリーズ

第 21回

カンダホールディングス
株式会社

1943年（昭和18年）に神田運送として
創業して以来、顧客のニーズに合わせ
た輸配送サービスを提供してきた。出
版や医薬品、加工食品などの特性に応
じて構築したネットワークで共同配送を
実施。365日24時間体制の現金輸送の
トータルサービスや、引っ越し、介護
輸送など、広範囲にわたる業務で物流
の枠を広げ続けている。

⃝東京都千代田区神田三崎町三丁目2番4号
　TEL	03-6327-1811

2024年12月現在

—————  企業データ  —————

運送業から総合物流業へ。
デジタル社会でも
物流はなくならない
神田三崎町に輝く白亜の建物
三崎稲荷神社は、参勤交代を制定した三代
将軍家光が江戸城を訪れる際に参拝したこと
をきっかけに、諸藩の大名も参拝するように
なった。その頃から、旅の安全にご利益があ
るとされてきた。日本人として初めて南極探検
を成し遂げた白

しら

瀬
せ

矗
のぶ

も、三崎稲荷神社を参拝
し、探検の際にもお守りを携帯していたとい
う。神田三崎町は由緒あるこの稲荷神社に見
守られ、共に発展を遂げてきた。町は神田川
と日本橋川に面していて、日本橋川と並行す
る通り沿いにひと際目立つ白亜の建物が鎮座
している。2019年に竣工したカンダホールディ
ングスの本社ビルである。鉄筋コンクリート8
階建てで、外装にはガラス繊維で補強された
コンクリート素材を採用。竹中工務店が手掛
けたこのビルは、CO2排出率41％削減（設計
値）を達成し、環境モデル都市千代田区の特
別優良環境建築として認定されている。

「低炭素ビルにすることで社会に貢献しつつ、
ここで働く人を大事にするということを掲げて
造っていただきました。あとはほとんどお任
せだったので、こんなスタイリッシュなビルに
なって驚いたというのが正直なところです」と
話すのは、同社11代目となる原島藤壽社長で
ある。新社屋が竣工した翌月に、原島さんは
11代目の社長に就任した。総合物流企業とし
て ESG 経営を理念に掲げる同社にとって、白
亜の本社ビルはその象徴といえよう。

院内物流・キャッシュサービスセンターの開設
やビル倉庫の建設を行い、現在も、医療・薬
品関連が営業収益の30％近くを占めている。
2009年にカンダホールディングス株式会社に
社名変更し、持ち株会社になった。2010年
代以降はこれまで培ってきたロジスティクス
業務の積極的なデジタル化に加え、事業のグ
ローバル展開に注力。まさに国際的な総合物
流企業になり、現在はグループ会社25社、従
業員数5,204名（2022年7月）となり、神田を
代表する総合物流企業に成長した。

安全と生命はすべてに優先する
同社のこうした成長を後押ししたのは、創業
当初に掲げていた「運送業から物流業への
転換」という経営理念に他ならない。1982年 
5月、2代目社長に就任した原島望泰は、社長
就任直前に、運送業と物流業の違いについて
こう説明した。

「運送業はトラックによる運賃収入だから、無
駄であっても輸送が多い方がいい。倉庫には
とにかく物が置けさえすればいい。一方の物
流業は、無駄な輸送はできるだけ少ない方が
いい。保管の概念があるため、倉庫には、出
し入れしやすく、つぶれないように考えて置く
必要がある」（同社社内報「CASTER」より抜
粋）。つまり、運送業と物流業は似て非なる
ものであり、これからの時代の変化に対応し
ていくには、総合物流業として合理化を追求
していかねばならないと、この時代に看破し
ていたのである。現在、同社は25社を傘下に
持つが、すべてがこの総合物流業に関連する
企業である。この一貫性こそが、同社の最大
の武器であろう。

「従業員にもよく言うんです。これからの少子
高齢化時代を乗り切るには、AI や IoT やロ
ボットといったテクノロジーの普及が必要不可
欠であると。ただし、どれだけ DX を推進し
たとしても、物流という仕事には必ず人が必
要です。薬局にはさまざまな薬がありますが、
それらは我々が運んだのです。高齢化が進め
ば、個人宅への配送の需要も高まります。物
流はいつの時代もなくなりませんし、「人」と

「人」のつながりは、この先も間違いなく大切
なんです」と藤壽さんは語る。

「2024年問題」とは、2019年に施行された
働き方改革関連法の中で、職種上すぐには
対応が難しいとされたトラックドライバーも、
2024年4月からは労働時間を遵守せねばなら
ないというものである。これにより物流業界

カンダホールディングスの歩み
山本五十六聯合艦隊司令長官が非業の死を
遂げた1943年、軍需輸送への体制作りとして
神田区内の運送会社16社が戦時統合され「神
田運送株式会社」が創業した。当初は各社の
社長が持ち回りで代表に就いていたようだが、
やがて現社長の祖父である故・原島正吉が舵
取りを担うようになった。終戦後の1950年代
には、群馬県～栃木県の繊維製品と日本橋
問屋街を結ぶ神田便の運行を始めた。1960
年代に入ると、日販やトーハンといった出版
取次ぎ各社の配送業務を一手に担うようにな
り、現在では北海道・沖縄を含む全国地域
へ配送を行っている。
1980年代に入ると、地域の生活文化に密着
し地域の発展に寄与するために栃木・群馬・
埼玉に関連会社を設立し、北関東地区の宅
配業務ネットワークを確立。1982年には、現
社長の父である故・原島望泰が社長就任。
1986年には大手量販店の配送センターに自
動仕分機を導入。このコンピューターシステ
ムは国内外から注目を集め、世界各国から視
察団が訪れた。運送業から物流業へと飛躍
した時代である。
そして1993年、創立50周年を迎え総合物流
サービスを目指すべく、社名をカンダコーポ
レーション株式会社に変え、日本証券業協
会（現東京証券取引所）に株式の店頭登録を
行った。これ以降、医薬品の一括配送・病

では人手不足や輸送コストの増大が懸念され
ていた。

「残業時間の総量規制は、運送業界と建設業
界等が5年の猶予を頂いていただけで、他の
業界では既に遵守してきたことなので。我々
もしっかりとその準備をしてまいりました。だ
から特に大変だったということはありません。
しかし、企業は成長を続けるものなので、新
たに仕事を増やそうとすると、今いる人員で
は対応しきれません。ですから、新規の仕事
を取りに行きつつ、人員確保も同時に進めて
います」と藤壽さん。
ドライバー不足を補うために、全長25m のダ
ブル連結トラックを導入する会社も出てきて
おり、国は2025年にレベル4の自動運転のト
ラックの実現に向けて動いている。

「25m のダブル連結トラックに関しては、た
しかに一度の輸送量は増えます。高速道路の
パーキングにも、それ専用の駐車スペースが
設けられているのですが、それくらい広いス
ペースが空いていると、混雑時につい一般車
が停まってしまいます。一台でも停められてし
まうと、もうそこは使えません。ドライバーは
次のパーキングを目指さねばならず、休憩が
取れないという問題が出てきています。また、
自動運転に関しても、結局は高速道路だけな
ので、そこから先にはドライバーが必要です。
なかなか、抜本的な解決策にはつながりにく
い気がしています」と藤壽さん。燃料問題も
先行きは不透明だ。ガソリン、ディーゼル、
LP ガス、水素、電気。

「物流会社として環境への配慮は必要不可欠
なので、弊社も電気自動車を試験的に7台導
入しました。そのうち5台はトラックでしたが、
今はもう止めています。というのも、充電に
時間がかかりすぎるのと、車両重量が重くな
り、積載量が減ってしまうのです。LP
ガスに関しても、LP ガススタン
ドまでガスを入れに行かねば
ならず、さらにそこの営業時
間内という制約があり、これ
また実用にはなかなか難し
かったです。現在、水素ト
ラックの導入を検討をして
いますが、トラック用の水
素ステーションの数が都内
には数か所しかなく、まだ
まだ少ないのが現状です。
技術は日進月歩で進化して
おり、これからも CO2が出

西神田小学校（現・お茶の水小学校）、神田一橋中学校卒業という生粋の神田っ子である原島藤壽社長。
2017年より神田法人会源泉部会の部会長を務めている

利益よりコンプライアンスを重視する同社は、安全対策も徹底している。
万が一、事故を起こしても動転してしまわないよう、こうした携帯用のカー
ドを数種類作成している

ない地球環境にやさしいト
ラックが開発されていくと
思いますが、一般の事業者
に普及させていくにはインフ
ラも整えていかないと難し
いと思います」と藤壽さん。
このように物流を取り巻く
環境は目まぐるしく変化して
いるが、同社が一貫してい
るのが「売上より利益」、「利
益よりコンプライアンス」と
いう姿勢である。特に安全
への取り組みには余念がな

い。栃木県足利市には技能講習も実施できる
自社の教育研修所を作り、グループ以外の企
業向けにも研修会や講習会を実施しており、
業界全体の安全意識の向上に努めている。
旅の安全にご利益がある三崎稲荷神社のお
膝下で80年以上にわたり物流を担ってきたカ
ンダホールディングス。「安全と生命はすべて
に優先する」という理念のもと、この先も「交
通事故」や「労働災害」の発生防止を最優先
に取り組んでいく。

レポート◎山根和明（広報委員会）

カンダホールディングス株式会社
代表取締役社長

原島 藤壽（はらしま ふじひさ）

1968年2月	 東京都千代田区生まれ
1990年3月	 玉川大学工学部卒業
1990年4月	 凸版印刷株式会社入社
1995年4月	 カンダコーポレーション
	 （現カンダホールディングス）入社
2019年4月	 カンダホールディングス代表取締役社長就任
神田法人会源泉部会	部会長　
東京都トラック協会	副会長、全国物流ネットワーク協会	
副会長

出版物流はかつて同社の主軸分野だった。出版不況ということもあり、
現在の構成比率は9.6％まで縮小してしまったが、少しでも出版業界に
貢献したいという思いから、株主優待として図書カードを採用している。

「人」を大切にする同社の姿勢の表れである
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江戸時代に隆盛を極めた 
伝説の蕎麦屋
東京都の歴史的建造物に選出され、神田のランドマークにもなって
いた1923年築、数寄屋造りの「かんだやぶそば」が半焼してから早
11年。2014年10月に新店舗で営業を再開してから10年の節目を迎
える。

「思い出したくもないですが、再建するにあたり、郊外に広い土地を
買い、団子坂蔦屋のような粋な蕎麦屋を作ろうかなんて、父と話し
たこともあるんです。もっとも、神田界隈でこの先、これだけの広さ
の土地を持つことは不可能なので、ここでまた一からやり直すことに
しましたが」と語るのは、かんだやぶそば5代目の堀田康太郎さん。
団子坂蔦屋とは、幕末から明治にかけて今の千駄木界隈にあった
蕎麦屋である。260年にわたり天下泰平の世が続いた江戸時代、
人口は100万人以上に膨れ上がり、世界最大の都市を形成していた。
早くて安くて美味い上に健康的な食べ物だった蕎麦は江戸っ子のソ
ウルフードであり、4,000軒もの蕎麦屋が軒を連ねていたと言われ
る。その中でも、隆盛を極めていたのが団子坂蔦屋である。展望
のいい2,000坪以上とも言われた広大な敷地の中に竹藪を整備し、
名石を置き、滝まで造った。この風流な庭の中の趣向を凝らした離
れ座敷で蕎麦をすする。これが江戸中の評判になり、大繁盛した。

蔦屋の初代三輪伝次郎は武家の
出身で、庶民のファストフードだっ
た蕎麦を、武家や上流階級でもじっ
くり味わえ、かつ社交の場にもな
るような全く新しい空間を創った
のである。

5代目が語る 
藪蕎麦の歴史
蕎麦の歴史に詳しい新島繁さんの

『蕎麦の事典』によると、藪蕎麦と
いう蕎麦屋が文献に出てくるのは
江戸時代中期からとのこと。当時、
江戸っ子はお店を屋号ではなく愛
称で呼んだそうで、美味しい蕎麦屋のことを薮と呼ぶようになって
いたという。そのため、団子坂蔦屋も団子坂藪蕎麦という名で通っ
ていた。

「明治13年に、砂場系の蕎麦打ち職人だった堀田七兵衛が、神田
連雀町（現須田町）にあった団子坂藪蕎麦の支店を3代目三輪伝次
郎から譲り受けたのです。そして店名を連雀町藪蕎麦に改名し、関
東大震災後にかんだやぶそばになり、現在に至るわけです」と5代
目。一時代を築いた蔦屋は明治の終わりに廃業。一方、藪蕎麦は
堀田七兵衛の経営の才覚により成長を続けた。七兵衛の三男であ
る堀田勝三が大正2年に台東区雷門で創業したのが「並木藪蕎麦」
で、さらに勝三の三男である堀田鶴雄が昭和29年に文京区湯島で
創業したのが「池の端藪蕎麦」である。この三軒は藪御三家と言わ
れたが、池の端藪蕎麦は平成28年に閉店した。
一方、かんだやぶそばで堀田七兵衛の元で修行をした鵜飼安吉が
明治25年に暖簾分けとして独立したのが「上野藪そば」であり、同
じく暖簾分け2号店を弟子の多田与四太郎が明治37年に開店した
のが「浜町薮そば」である。

蕎麦つゆが濃い理由
新店舗になって10年目とはいえ、都心の一等地に石垣と緑に囲まれ
た数寄屋造りの建物からは、歴史と格式が感じられる。店内は木
の温もりとどこか懐かしい江戸の雰囲気が漂っている。全国から蕎
麦好きがやってくるだけに、平日の昼時でも常に賑わっているが、そ
の喧騒の中に、「いらっしゃ～い～」、「せいろういちまい～」と和歌を
詠むかのような店員さんの声が響く。名店とはいえ、今では注文を
POS で機械的に取るところが大半だが、かんだやぶそばでは江戸時
代から続いてきた掛け声でのオーダーに今でもこだわっている。
ところで、同店の蕎麦はなぜ、緑っぽい色をしているのだろうか。
田舎蕎麦が黒っぽいのは、蕎麦の実を丸ごと挽くためである。これ
により外皮が混ざり、色が濃くなり、風味も豊かで香ばしくなる。一方、

その対極ともいえる更
科系の蕎麦は、蕎麦の
実の中心部分（一番粉）
のみを使って挽くため、
白くて淡い色合いにな
る。風味は控えめだが、
口当たりが良いのが特
徴だ。一般的な蕎麦は、
更科粉の外の二番粉、
さらにその外の三番粉
を主に使ったもので、やぶそばはさらにその外側の甘皮も適度に引
き込んでいる。これにより、甘さと香りが増すのである。そして、打っ
てすぐ茹でると若干緑っぽくなる。

「特に夏場など蕎麦が痛みやすい時期に、茹でた蕎麦が赤っぽくな
ることを経験した方は少なくないと思います。蕎麦は古くなると赤く
なるんです。初代七兵衛は、夏場でも清涼感のある緑っぽい色を出
すべく試行錯誤して、蕎麦の若芽を一緒に引き込んで緑色の蕎麦
を作ることに成功しました。今は蕎麦の若芽ではなく、クロレラを
用いてあの色を創り出しています」と5代目。
もう一つ、かんだやぶそばの特徴といえば、辛口の蕎麦つゆであ
る。濃いめと言われる江戸前蕎麦の中でも、一際辛いことで有名
だ。一般的に蕎麦つゆの元になるかえしは、熱した醤油の中に砂糖
とみりんを加えて作られる。この本がえしに対して、かんだやぶそば
は醤油を熱せずに砂糖を加えただけの生がえしを用いている。

「箸を置かずに一気に蕎麦を食べるのが江戸っ子であり、だから蕎
麦つゆは少しだけ付ければいいように濃いめに作られたなんて説も
あります。それはさておき、うちの蕎麦は蕎麦粉10に対して小麦粉1
と蕎麦粉が多い配合なので、蕎麦つゆを吸収しやすいということが
あります。また、寿司を食べる時に醤油をべったり付けてしまうと、
魚の味がわからなくなってしまいますよね。それと同じで、蕎麦の
風味を楽しむには、あまり蕎麦つゆに付けない方がいいんです。と
はいえ、一番大切なのは自分の好きな食べ方で食べるということだ
と思います。蕎麦つゆが薄いと、付け方で味の調整ができませんよ
ね。少しだけ蕎麦つゆに付けてみて、もっと味が欲しいと思ったら、
次は半分くらい付けてみればいいんです」。江戸前蕎麦というと、い
ろいろな蘊蓄を語る向きもあるが、あまりそういうことにとらわれな
いで好きに食べてもらうのがいいと5代目。
新店舗になってから2階席には6席、6席、8席の個室が3室設けられ、
最大20人の宴会が可能になった。例年、年末年始の繁忙期はコー
ス料理を用意できないため2階席をクローズしていたが、昨年から
年末年始でも、2階席の予約を受け付けることにした。コース料理
ではなくアラカルトの90分制だが、あの長蛇の列に並ばなくていい
というのは嬉しいかぎりである。
2度の火災にも負けずに暖簾を守り続けて144年。江戸っ子が愛し
た蕎麦屋には今、国内はもとより世界各国から多くのお客が、伝統
の味を求めてやってくるようになった。

緑っぽい色をした「せいろうそば」（1,100円）

都心の一等地にも関わらず、風情ある中庭が整備されている

旬の素材をからりと揚げた「季節の天ぷら」（1,980円）も人気メニュー

四季折々の旬の素材を使った蕎麦も人気。写真は例年9～10月にラインナップされる松茸そば。
年末年始にかけては、牡蠣そばやあられそばがラインナップされる

1階フロアも平時は予約可能だが、年末年始の予約は受け付けていない

2022年に5代目に就任した堀田康太郎さん。
伝統をどのように守っていくのか日々奮闘している

2階には落ち着いた個室が3部屋整備されている。年末
年始の繁忙期も、2階席のみ予約を受け付けている現代に打ち継がれる

伝統の江戸前蕎麦
レポート◎山根和明（広報委員会）

かんだやぶそば
東京都千代田区神田淡路町2-10
電話：03-3251-0287
●営業時間：11:30～ラストオーダー20:00
●定休日: 毎週水曜日
	 ※	年内は31日まで営業。年始は4日から営業。

詳細はHPにて。
●席　数：		1階　77席（テーブル席：73席／小上がり席：4卓）
	 2階　20席（個室3部屋（6人／6人／8人））

KUISHINBO TECHO

Vol.21

秋葉原

御茶ノ水

新御茶ノ水

小川町
淡路町

神田

神田川

靖国通り

外
堀
通
り

本
郷
通
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「フリーランス新法」が施行されました

　フリーランス新法（特定受託事業者に係る取引の適
正化等に関する法律）が令和6年11月1日に施行され
ました。フリーランス新法には、取引の適正化（発注
事業者がフリーランスに業務委託を行う際の取引上の
ルール）と就業環境の整備（フリーランスに対する労働
者保護的な要素）という大きく二つの要素があります。
　先日（令和6年11月12日）、公正取引委員会（公取委）
は、大手出版社に対し、フリーランスを含む下請事業
者に対する下請法違反行為（買いたたきの禁止違反）
が認められたとして、勧告を行っており、フリーランス
新法の施行により、公取委による調査・監視の強化が
予想されるところです。
　そこで、今回は、政令等の制定も踏まえ、フリーラ
ンス新法が定める取引の適正化の要素を中心に取り上
げます。法律の概要については、本誌2023年10月号で
取り上げていますので、そちらも併せてご覧ください。

１　�取引条件の明示等の義務付け（法第3条、施行規
則第1条関係）

　法律・政令に基づき、取引条件として、次の事項を
明示しなければなりません。
　①�発注事業者とフリーランスの商号・氏名・名称等
　②�業務委託をした日
　③�フリーランスの給付・役務の内容、給付・役務を
受領する日・場所

　④�給付の内容を検査する場合のその検査を完了する
期日

　⑤�報酬の額、支払期日、報酬の支払について債権譲
渡担保やファクタリング等を利用する場合の金融
機関の名称等

　【留意点】
　・�具体的な金額を明示することが困難なやむを得な
い事由がある場合には報酬の算定方法を定めるこ
とでも可能です。

　・�内容を定められないことにつき正当な理由がある
ものについては明示を要しません（「未定事項」と
いいます）。

　・�未定事項がある場合には、未定事項を定められな
い理由とその内容を定められることとなる予定期日
を明示しなければなりません。

２　報酬支払期日の設定と支払義務（法第4条）
　給付を受領した日（役務提供を受けた日）から60日
（再委託の場合は発注元から支払を受ける期日の30日）
の期間内（できる限り短い期間内）に報酬支払期日を
設定し、支払わなければなりません。
　【留意点】
　・�報酬支払期日を定めなかった場合は、給付を受領
した日（再委託の場合は発注元から支払を受ける
期日）を報酬支払期日とそれぞれ定めたものと見
做されます。双方において、その取引における「給
付を受領した日／役務提供を受けた日」の内容を

検討・確認し、「給付を受領した日／役務提供を受
けた日」から60日以内に期日を定めることが重要
です。

３　�受領拒否、報酬減額、給付に係る物の返品、買い
たたき、やり直しの禁止等（第5条）

　本条項は、法律上、一定期間以上継続して業務委
託をした場合に適用されることになっており、政令によ
り1か月以上の業務委託に適用されることになりました
（施行令１条）。
　概ね下請法が親事業者に禁止する行為（下請法第4
条）と同様の内容となっています。

４　罰則・法執行
　公取委は、違反行為に対して、助言指導の措置、勧
告、勧告に従う旨の命令を下すことができます。この命
令に違反したとき等に初めて50万円以下の罰金に処す
る刑事罰を科すことができます。
　公取委からは、勧告等に関する対応方針として、違
反行為の是正にとどまらず、フリーランスが被った不利
益の原状回復措置、（必要に応じて、）再発防止措置等
の必要な措置を採るべきこと（例えば、経営責任者を
中心とする遵法管理体制の確立、遵法マニュアル等の
作成、及びこれを購買・外注担当者を始め社内に周知
徹底すること）を求める旨が公表されています。勧告を
受けた場合には事業者名が公表されることにもなりま
すので、注意が必要です。

５　最後に
　本誌2023年10月号でも書いたとおり、取引条件の
明示義務や報酬支払期日に関するルールを理解した上
で、契約書類の内容をよく確認して作成することが重要
です。
　フリーランスとして柔軟な働き方ができる点自体は、
発注事業者・フリーランスの双方にとって利点があるよ
うに思われます。取引条件の明示等によって、「柔軟」
性が奪われてしまうのではないかという懸念も感じられ
るところですが、契約内容（文言）を工夫することで対
応することも考えられます。特に契約締結時に、発注
事業者・フリーランスの双方で、当該取引で求める「柔
軟」性について、よく確認・共有することが肝要と考え
ます。必要に応じて、専門家に相談することをお勧めし
ます。

【講師プロフィール】

小川 啓 弁護士
アルファパートナーズ法律事務所
〒 100-0006　
東京都千代田区有楽町 1-7-1
有楽町電気ビルヂング北館 12階
TEL：03-6212-6200　FAX：03-6212-6660

令和 6年 12月 9日付で上記住所に移転します。

COLUMN第112回 経営者のための法律相談

帝国データバンク調査で判明

業歴100年以上の「老舗企業」、国内に4万5,284社

COLUMN

　長い業歴のなかで、多くの災害や需要の変化な
どを乗り越えてきた老舗企業。しかし、企業倒産
が増加している足元では、老舗企業の倒産が目立っ
ており、「老舗＝安泰」のイメージが崩れかけ、本業
の事業性評価が問われるなど老舗企業の底力が試
されている。
　そうしたなか、帝国データバンクの調査によると
2024年9月時点で、業歴100年以上の老舗企業は
全国に4万5,284社あることがわかった。関東大震
災が起きた翌年の1924年に創業して今年老舗企業
の仲間入りを果たした企業は、全国で約2,000社
を数えた。2025年も同水準の企業が100周年を迎
えると見込まれる。
　まず4万5,284社を業歴・時代別に分類すると、
業歴別では「100年以上200年未満」が4万2,524社
で最も多く、「200年以上300年未満」が1,813社、
「300年以上500年未満」が889社、「500年以上
1,000年未満」が47社、「1,000年以上」が11社とな
り、200年未満が全体の93.9％を占めた一方、500
年以上はわずか0.1％となった。時代別では、「大正」
が1万9,402社、「明治」が2万2,230社、「江戸」が
3,474社、「江戸開府以前」が178社となり、大正と
明治で全体の91.9％を占めた。
　1,000年以上の業歴を誇る企業11社のなかには、
世界最古の金剛組（大阪市天王寺区、578年創業）

や、世界最古の宿としてギネスブックに登録されて
いる西山温泉慶雲館（山梨県早川町、705年創業）、
1024年創業で新たに1,000年企業の仲間入りを果
たした朱宮神仏具店（甲府市）などがある。

　次に業種別にみると、最も多かったのは「貸事
務所業」となった。社数は1,216社を数えたが、こ
のうち半数超の企業は従業や過去の主業として別
の事業を手がけており、本来の主業があるなかで
もテナント収入など不動産収入が売り上げのメイン
になっている。以下、「清酒製造業」（833社）、「土
木工事業」（691社）、「一般土木建築工事業」（663
社）、「木造建築工事業」（646社）、「旅館」（642社）
と続いた。
　さらに全企業数に占める老舗企業の割合を指す
「老舗出現率」を都道府県別にみると、「京都」が
5.35％で最も高かった。府内で最も多かった業種
は呉服文化が色濃く残る織物卸売業で、旅館、造
園、製茶業など和物系の業種が上位となっている。
以下、「山形」（5.34％）、「新潟」（5.02％）、「福井」
（4.62％）、「滋賀」（4.57％）が続き、江戸時代中
期の北前船によって栄えた日本海側エリアの府県が
上位となった。
　一方、中四国・九州エリアや多くの企業が集積
する大都市圏では低水準だった。なかでも、「沖縄」
は0.17％で社数（33社）とともに全国で最も低かっ
た。社数としては「東京」が5,301社で最も多かっ
たものの、出現率は2.24％で38位だった。

　こうしたなかで2024年の老舗企業倒産は9月まで
に110件発生。物価高倒産や後継者不在倒産、返
済猶予後倒産などが目立ち、金融機関からは「老
舗だから大丈夫だろうというイメージに捉われるこ
となく、これまで以上に本業の事業性評価を細か
くチェックする必要がある」といった声も聞かれ、
攻めの経営が求められていきそうだ。

帝国データバンクがお送りするシリーズ「日本の動向」NO.71
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INFORMATION

今年もあっという間の1年でした。
国内外では政治の変化が活発で、日米では年初とは
違うリーダーが選ばれることになりました。また、こ
こ数年の戦争や紛争の終息は見えないまま、早く解
決に向かってもらいたいです。相変わらず、自然災害
も多く、元旦から能登半島の地震、8月には南海トラ
フ地震臨時情報が発表されたほか、豪雨災害に見舞
われ、復興復旧がまだ、進んでいない地域もあるよ
うです。明るい話題は、スポーツ選手の活躍です。パ
リオリンピック・パラリンピックの日本人選手の活躍、
ドジャース大谷選手の活躍とワールドシリーズ制覇、

個人的には就任一年目での阿部巨人のリーグ制覇も
嬉しかったです。また、弊社はBリーグの宇都宮ブレッ
クスの公式スポンサーとなり、栃木工場の地元のチー
ムを応援することで、地域の活性化と自社の人材採
用活動につなげていきたいと考えています。
昨年に引き続き、値上げの流れは止まらず、弊社で
も製品の値上げに踏み切りました。10月からは30年
ぶりに郵便料金の値上げ、封書が84円から110円と
大幅な値上げとなりました。神田法人会では、10月
より、メールマガジンの配信を開始しております。ま
だ、メールの登録が1,000社強と、会員企業の総数
に対してはもっともっと増やしていかなくてはいけな
い状況です。デジタル化の流れは、税務署も e-Tax
を推進されているように、時代の流れです。このデ
ジタル化の活用をしながら、経費の節減・事務の効
率化はもとより、会員増強を行い、組織の活性化に
つなげていくことが必要と考えております。
本年もありがとうございました。来年もどうぞよろし
くお願いいたします。
 広報副委員長　早川 智久

博善株式会社
東京都千代田区神田錦町1丁目13番地　宝栄錦町ビル1F
☎ : 0 3（5283）8700　FAX: 0 3（5283）8701
ご相談・お見積り・式場資料・火葬場資料など無料にて承ります
生花・花環（慶弔とも）を全国即日配達できます

創業100年葬儀と供花で信頼と実績
http://www.hakuzen.co.jp

 最近のお葬式事情・その不安や悩みを一挙解決
・家族だけで少人数で行いたい
・葬儀費用全体がいくらか心配で、お金をかけたくない
・寺院との付き合いがない、 または宗派がわからない、どうしたらいい?
・寺院（宗教者）に渡すお布施の金額は?
・火葬だけ行うことはできるのか?
・故人を自宅に戻すことができないが、どう対処してもらえるのか?
・病院で葬儀社を紹介されて検討している余裕がなかったが?
・故人の遺志を尊重し無宗教、散骨などを検討しているが?
・互助会の契約をもっているが解約はできるのか?
・区民葬でお願いできますか? 区民葬とはどんな葬儀?

トップ頁と協賛企業一覧頁 13,200円（税込）
協賛企業一覧ページのみ 6,600円（税込）
・バナー制作をご希望の場合は別途賜ります。
・バナー掲載は会員法人のみご利用できます。
・掲載期間は 1 月を起算として 1 年となります。

編集後記

申告納税は

国税庁キャラクターイータ君
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